
JP 4413402 B2 2010.2.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パネルフレームが外断熱材を介して外壁材の背面側に取り付けられた外壁パネルであっ
て、パネルフレームが金属製フレームからなり、外断熱材がマット状の無機繊維質断熱材
からなっていることを特徴とする外壁パネル。
【請求項２】
　請求項１に記載の外壁パネルが複数隣り合わせ状態に並べられて形成された外壁構造に
して、
　隣り合ういずれか一方又は両方の外壁パネルの外断熱材が外壁材の背面側の縁部よりも
外方に突出し、この突出によって、隣り合う外壁材間の目地が外壁材の背面側から塞がれ
ていることを特徴とする外壁構造。
【請求項３】
　隣り合う外壁パネルの外断熱材同士が離間することなく連続状に備えられている請求項
２に記載の外壁構造。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、外壁パネル及び外壁構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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例えばＧＲＣなどのコンクリート系外壁材の背面側がパネルフレームが取り付けられた外
壁パネルでは、断熱効果を出すために、この外壁パネルを建物躯体に取り付けた後、外壁
パネルの外壁材の背面側にロックウールを吹き付けたり、ウレタンボードを貼り付けるこ
とが行われていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、外壁パネルを建物躯体に取り付けた後に断熱材の吹付けや貼付けを行うの
では、現場での施工に手間を要するという問題があった。
【０００４】
また、外壁パネルは、外壁材とパネルフレームとが締結されると共に、パネルフレームと
建物躯体、例えば鉄骨梁とが連結されるため、ヒートブリッジを生じて、充分な断熱性能
を得られない場合があるという問題もあった。
【０００５】
本発明は、上記のような従来の問題点に鑑み、現場での施工を省力化することができ、し
かも、高い断熱性能を発揮することができる外壁パネル及び外壁構造を提供することを課
題とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記の課題は、パネルフレームが外断熱材を介して外壁材の背面側に取り付けられている
ことを特徴とする外壁パネルによって解決される。
【０００７】
この外壁パネルでは、パネルフレームが外断熱材を介して外壁材に取り付けられているの
で、外壁材とパネルフレームとの間の熱の行き来が防止ないしは抑制され、そのため、ヒ
ートブリッジを生じにくくなり、高い断熱効果を得ることができる。
【０００８】
もちろん、この外壁パネルによれば、建物躯体をその外側から断熱材で覆う外断熱構造と
することができるので、内部結露を生じにくく、暖冷房を停止しても急激な温度変化を生
じず、また、躯体を守ってその耐久性を高めることができる。
【０００９】
しかも、断熱材は、外壁パネルのなかに予め組み込まれているので、この外壁パネルを現
場で取り付ければ、同時に断熱材も取り付けられることになり、現場での施工を省力化す
ることができる。
【００１０】
パネルフレームが金属製フレームからなる場合は、外壁材とパネルフレームとの間の熱の
行き来を外断熱材で効果的に防止ないしは抑制することができ、また、外断熱材がマット
状の無機繊維質断熱材からなる場合は、防火性能をも高めることができると共に、外断熱
材を外壁材とパネルフレームとの間にしっかりと挟み込むことができ、更に、パネル一般
部についての現場での耐火処理を省略することが可能となる。
【００１１】
また、上記の外壁パネルが複数隣り合わせ状態に並べられて形成された外壁構造にして、
隣り合ういずれか一方又は両方の外壁パネルの外断熱材が外壁材の背面側の縁部よりも外
方に突出し、この突出によって、隣り合う外壁材間の目地が外壁材の背面側から塞がれて
いる外壁構造では、
断熱材を予め外壁パネルの構成部材とした構成でありながら、目地を通じた屋内外の熱の
行き来をこの断熱材で防ぐことができ、より一層高い断熱効果を得ることができる。しか
も、施工は、外壁パネルを現場に取り付けるだけでよい。
【００１２】
更に、隣り合う外壁パネルの外断熱材同士が離間することなく連続状に備えられている場
合は、同じく断熱材を予め外壁パネルの構成部材とした構成でありながら、高い断熱効果
を得ることができる。特に、外断熱材が繊維質断熱材からなる場合は、隣り合う外壁パネ
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ルの外断熱材同士をうまい具合に施工容易に突き合わせなどによる連続状態にすることが
できる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１４】
図１及び図４に示す第１実施形態の外壁構造において、１は外壁パネル、２は建物躯体の
梁である。外壁パネル１は、外壁材３と、パネルフレーム４と、外断熱材５とを主要構成
部材として備えたものである。躯体の梁２は、鉄骨梁からなり、例えば、上下のフランジ
とそれらをつなぐウェブとを備えたＨ形鋼からなる。
【００１５】
外壁材３は、ＧＲＣなどのコンクリート系の面状外壁材からなっていて、その厚さ寸法は
、例えば６０ｍｍである。この外壁材３には、アンカー６が埋め込まれていて、このアン
カー６を用いてパネルフレーム４を接合することができるようになっている。パネルフレ
ーム４は、鋼製のもので、横断面Ｌ字状の山形鋼が縦向きで用いられている。
【００１６】
外断熱材５は、例えばロックウールマットなどのマット状の無機繊維質断熱材からなって
いる。その厚さ寸法は、例えば２０ｍｍである。また、図４に示すように、上下方向の長
さ寸法は、この外断熱材５を外壁材３の背面部に沿わせた状態で、その上縁部が外壁材３
の背面側の上縁部よりも上方に突出し、かつ、その下縁部が外壁材３の背面側の下縁部よ
りも下方に突出するような寸法に設計されている。また、左右方向の長さ寸法についても
、この外断熱材５を外壁材３の背面部に沿わせた状態で、その両側縁部が外壁材３の背面
側の左右両側縁部よりも外方に突出するような寸法に設計されている。実施形態の場合は
、上下左右方向に隣り合って取り付けられる外壁パネル間の目地幅の半分ないしはそれよ
りも幾分大きな寸法だけ突出するように設計されている。
【００１７】
外壁パネル１は、上記の外壁材３の背面側に外断熱材５を配置すると共に、この外断熱材
５の更に背面側にパネルフレーム４を配置し、そして、外壁材３に埋め込まれているアン
カー６を利用し、ボルトやナットなどのネジ締結部材でパネルフレーム４の背面側から締
付けを行うことで、これら三者を一体化して製作されている。外断熱材５は、外壁材３と
パネルフレーム４との間に挟み込まれて備えられている。
【００１８】
なお、外壁パネル１には、その外壁材３の周面の背面側に寄った部分に、予め、止水材７
が取り付けられている。この止水材７は、弾力性を有するゴム状材などからなり、隣り合
って取り付けられる外壁パネルの止水材と弾力的に当接させることで、目地９を止水する
と共に、目地９内を屋外と同じ等圧空間にするものである。
【００１９】
上記の外壁パネル１は、そのパネルフレーム４をファスナー８を用いて建物躯体の梁２に
ファスナー８でボルト接合することによって躯体に取り付けられる。こうして、複数の外
壁パネルを、左右方向及び／又は上下方向に同じように並べて取り付けていくことによっ
て外壁が形成されていく。同時に、上記の止水材７，７同士が弾力的に当接し合って目地
９が止水状態になり、また、隣り合う外壁パネル１，１の外断熱材５，５の縁部同士も突
き合わせ当接状態となって、目地９が外壁材３，３の背面側から塞がれ、隣り合う外壁パ
ネル１，１の外断熱材５，５同士が離間することなく連続状になる。
【００２０】
なお、外壁パネル１のパネルフレーム４の上端にはダボ１０が上方に突出して備えられる
と共に、この外壁パネル１の上方に隣接して取り付けられる外壁パネル１のパネルフレー
ム４の下端には、孔付きのプレート１１が備えられ、上側の外壁パネルをダボ１０がプレ
ート１１の孔内に入るようにセットすることで、上側の外壁パネル１を下側の外壁パネル
と面一となるように容易に位置決めすることができるようになっている。これにより、上
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下の外断熱材５，５同士もうまい具合に連続状態になる。
【００２１】
上記の外壁パネル１及び外壁構造では、パネルフレーム４が外断熱材５を介して外壁材３
に取り付けられているので、外壁材３とパネルフレーム４との間の熱の行き来が防止ない
しは抑制され、そのため、ヒートブリッジを生じにくくなり、高い断熱効果を得られる。
【００２２】
しかも、外断熱材５は、外壁パネル１のなかに予め組み込まれているので、この外壁パネ
ル１を躯体に取り付ければ、同時に外断熱材５も取り付けられ、そのため、現場での施工
を省力化することができる。
【００２３】
また、外断熱材５は、ロックウールマットなどのマット状の無機繊維質断熱材からなるの
で、防火性能をも高めることができると共に、外断熱材５を外壁材３とパネルフレーム４
との間にしっかりと挟み込むことができ、更に、パネル一般部についての現場での耐火処
理を省略することが可能となる。
【００２４】
加えて、この外壁パネル１…を用いて形成した外壁構造では、外壁パネル１…を取り付け
ていくことで、各外壁パネル１の外断熱材５の縁部同士が当接し合った状態となり、上下
及び／又は左右に隣り合う外壁パネル１，１の外壁材３，３間の目地９の部分がその背面
側から塞がれるので、外断熱材５を予め外壁パネル１の構成部材としたものでありながら
、目地９を通じた屋内外の熱の行き来をこの外断熱材５で防ぐことができ、より一層高い
断熱効果を得ることができる。しかも、施工は、外壁パネル１…を現場に取り付けていく
だけでよい。更に、止水材７，７で目地９は止水されているので、外断熱材５，５を雨な
どで濡らすこともない。
【００２５】
更に、隣り合う外壁パネル１，１の外断熱材５，５同士が、離間することなく当接して連
続状に備えられているので、外壁の面内において断熱のとぎれるところがなく、外断熱材
５を予め外壁パネル１の構成部材とした構成でありながら、高い断熱効果を得ることがで
きる。
【００２６】
図５及び図６に示す第２実施形態では、外壁パネル１において、その外断熱材５の縁部が
外壁材３の背面側の縁部から突出しない構成にされている。本実施形態では、外断熱材５
が、隣り合う外壁材３間の目地をその背後から塞ぐことはないけれども、基本的効果につ
いては、上記の第１実施形態のものと変わることはない。その他の構成は、第１実施形態
と同様である。なお、第２実施形態において、縦目地の側においてのみ第１実施形態の場
合と同様に外断熱材を突出させるようにしてもよいし、横目地の側においてのみ第１実施
形態の場合と同様に外断熱材を突出させるようにしてもよい。
【００２７】
以上に、本発明の実施形態を示したが、本発明はこれに限られるものではなく、発明思想
を逸脱しない範囲で各種の変更が可能である。例えば、上記の実施形態では、隣り合う外
壁パネル１，１の外断熱材５，５同士が、目地９の幅方向中間部分で突き合わされて目地
９をその背面側から塞ぐようになっているが、隣り合う一方の外壁パネルの外断熱材のみ
を突出させ、隣り合うもう一方の外壁パネルの外断熱材は突出させず、それにより、前記
一方の外壁材の外断熱材のみで、目地をその背後から塞ぐ構成としてもよい。即ち、隣り
合う外壁パネルの外断熱材同士を離間させることなく連続状に突き合わせる位置は、目地
部分でなくてもよく、目地部分を避けて外壁材の背面側の位置に設定するようにしてもよ
い。このように外断熱材同士の突き合わせ部分を目地から避けるようにすることで、目地
部分の断熱をより一層確実なものにすることができる。
【００２８】
また、上記の実施形態では、外壁パネル１の外壁材３として、コンクリート系のものを用
いた場合を示しており、本発明は、外壁材３がコンクリート系である場合には特に効果あ
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種の外壁材を用いた外壁パネルに適用されてもよい。また、外壁パネルは、一つの外壁材
を用いて構成されたものであってもよいし、あるいは、複数の外壁材を上下方向及び／又
は左右方向に隣り合わせ状態に組み合わせ、パネルフレームなどでこれら外壁材を一体化
して外壁パネルとしたものであってもよい。また、パネルフレーム４は、各種横断面形状
を有するものであってよいし、外断熱材５の背面側での取付け位置や取り付け方法も各種
態様のものであってよい。
【００２９】
【発明の効果】
本発明は、以上のとおりのものであるから、現場での施工を省力化することができ、しか
も、高い断熱性能を発揮することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態の外壁構造の垂直断面図である。
【図２】同水平断面図である。
【図３】図（イ）は上下の外壁パネル間の構造を示す垂直断面図、図（ロ）は左右の外壁
パネル間の構造を示す水平断面図である。
【図４】図（イ）は上下の外壁パネルを分離状態にして示す垂直断面図、図（ロ）は左右
の外壁パネルを分離状態にして示す水平断面図である。
【図５】第２実施形態の外壁構造を示すもので、図（イ）は上下の外壁パネル間の構造を
示す垂直断面図、図（ロ）は左右の外壁パネル間の構造を示す水平断面図である。
【図６】図（イ）は上下の外壁パネルを分離状態にして示す垂直断面図、図（ロ）は左右
の外壁パネルを分離状態にして示す水平断面図である。
【符号の説明】
１…外壁パネル
２…躯体の梁
３…外壁材
４…パネルフレーム
５…外断熱材
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